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第2回都区財政調整協議会幹事会 協議内容 

 

日 時：令和３年12月13日（月）  1８:00～18:30 

会 場：区政会館19階191会議室 

出席者 

都 側：田村区政課長、堀江課長代理（行政担当）、榎本課長代理（都区財政調整担

当）、伊藤課長代理（税務担当）、田代課長代理（財政担当） 

区 側：長南葛飾区財政課長（幹事長）、石綿千代田区財政課長（副幹事長）、武藤

文京区財政課長、関井台東区財政課長、中島渋谷区財政課長、中辻杉並区

財政課長、保谷江東区財政課長、神田特別区長会事務局調査第２課長 

 

1 開会 

（司会） 

 それでは、ただいまより、第２回都区財政調整協議会幹事会を開催いたしま

す。 

 次に、委員の出欠ですが、本日は、都側委員のうち、佐伯委員、前田委員が

欠席です。区側委員のうち、若杉委員・小池委員が欠席です。 

前回12月３日の第１回幹事会においては、都区双方から提案事項が示され、

これまでに出された意見の整理を事務局にお願いし、また、当面の協議日程が

確認されたところです。 

今後は、日程に沿って協議を進めてまいりますが、協議すべき課題が多岐に

わたることから、協議を効率的に進める必要があると考えております。 

したがいまして、個々の事項については説明を省略し、事務局の整理を踏ま

えて、特に都区双方の考え方が相違している事項など、主なものに絞って協議

を進めていきたいと思います。 

なお、お手元の資料「令和４年度都区財政調整協議 個別課題についての都

区双方の考え方」に記載している内容については、発言があったものとみなし

て、それを前提に議論していただければと思います。 

では、さっそく協議に入らせていただきます。 

 

2 協議（都側提案事項） 

（司会） 

何か意見がありましたらお願いします。 

 

○  道路改良工事費の見直し 

（都側委員） 
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 道路改良工事費の見直しについて、発言いたします。 

第１回幹事会において、区側から、財調算定上の不整合が生じていると考え

る都の見解を問う発言がありました。都の見解を申し上げる前に、まずは減算

の状況を説明をいたします。論点メモにまとめておりますので、資料の方を御

覧ください。 

まず、昨年度の状況ですが、令和２年度については、１区１事業に対して、

態容補正による減算を行いました。当事業の地方負担額は約１億６千６百万円

である一方、態容補正減算額は約56万円となり、約１億６千５百万円もの乖離

が出ております。 

前回の幹事会で、区側から、昨年度の協議により、算定の重複は、土木費に

おける減算により適切に解消できていると考える旨の発言がありましたので、

こちらも検証してみます。昨年度の協議により見直した事項を反映している令

和３年度については、１区１事業に対して、減算を行っております。当事業の

地方負担額約８百万円に対して、減算額は１千３百万円であり、その差はマイ

ナスの５百万円となっており、５百万円も余計に減算をされることとなってい

ます。 

次に、先ほど説明をしました令和２年度の事例について、昨年度協議の見直

しを反映して検証してみました。下段の参考欄にありますとおり、昨年度の見

直しを反映すると減算額は約６千２百万円の増額となります。しかし、地方負

担額と減算額の差は、まだ約１億４百万円もあります。このように昨年度協議

の見直しを反映しても、金額は全く一致しておりません。 

このように、昨年度協議をしました、道路改良単価、それから本態容補正の

見直し、この内容を踏まえたとしても、地方負担額と減算額が一致をせず、そ

の結果、令和２年度に関しては減算額が過少、また令和３年度に関しては減算

額が過大となっております。 

また、「整合」の意味を調べますと、広辞苑では「整い一致すること。きち

んと合わせること。」となっています。こうしたように、昨年度の見直しを経

ても、都市計画交付金算定対象の地方負担額と減算額が一致しないことから、

不整合が生じていることは明らかであります。 

需要額の算定にあたっては、特定の区だけが過大・過少算定されることな

く、公正性・公平性が担保されるべきと考えますが、区側は、こうした区間配

分が公正・公平でない状態を是正する必要がないと考えているのか、見解を伺

います。 

また、今回説明したとおり、地方負担額と現行の減算額は、まったく一致せ

ず整合していない状態となっておりますが、区側は何をもって「不整合は生じ

ていないと考える」ことができるのか、その見解をお伺いいたします。 
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（司会） 

この件に関して、区側から意見はありませんか。 

 

（区側委員） 

都側から説明のありました、道路改良工事費の態容補正の見直しについて発

言いたします。 

土木費の道路改良工事費では、すべての区道を対象に、都市計画事業以外の

道路改良のための工事費を算定しています。その区道の一部を都市計画事業と

して施工した場合、都市計画交付金算定対象の地方負担額を都市計画交付金と

財産費で算定することになるため、土木費の道路改良工事費において、都市計

画事業施工面積分が重複することになります。 

このため、態容補正で重複面積分を道路改良工事費から減算しているので、

財調算定上の重複はすでに解消されています。よって、財調算定上は、重複す

る施工面積を一致させれば良く、都側提案のように減算する金額を一致させる

必要はありません。 

現在の算定方法により、都市計画事業として道路改良工事を施工した区に対

する需要額の算定及び重複の減算は適切に行われており、区間配分が公正・公

平でない状態は生じていないと考えます。 

今回の都側提案は、都市計画交付金対象の地方負担額と土木費の減算額を同

額とするものであり、これにより実質的に都市計画交付金対象事業の財源保障

がなされなくなることを意味しています。 

平成18年度財調協議において、都市計画交付金について、財調制度と合わせ

て特別区の都市計画事業の円滑な実施を図るという枠組みの中で改善を図ると

都区合意しています。それにも関わらず、今回の都側提案はそれを反故にする

内容となっており、看過することはできません。 

区側としては、本来であれば都市計画事業費については、財調で算定するの

ではなく、全額を都市計画交付金で賄うべきものと考えています。 

今回、都市計画事業に関わる都側提案を受けました。このような見直しの提

案を行う都側は、各区が行う都市計画事業の財源保障についてどのようにある

べきと考えているか、見解を伺います。 

 

（司会） 

本件に関して他に意見はありませんか。 

 ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 
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3 協議（区側提案事項） 

（司会） 

それでは、意見も出尽くしたようですので、次に「区側提案事項」の協議に

入らせていただきます。何か意見がありましたら、お願いいたします。 

 

○ 特別交付金 

（区側委員） 

私からは、特別交付金について２点発言いたします。 

１点目は、「特別交付金の割合の引下げ」についてです。 

第１回幹事会において都側より、「特別な事情に該当しないものを、『５％

の規模に見合うようにするため』に申請するのであれば、これを改めるべきで

あることは言うまでもありません。」との発言がありました。 

各区は、現行の算定ルールに基づき「特別の財政需要」に該当すると考えら

れる事業について申請しているに過ぎません。 

各区の申請に対する考え方に問題があるというような発言は、改めていただ

きたいと思います。 

最後に、都側は、区ごとに異なる財政需要が５％を大きく超える規模で毎年

申請されており、こうした財政需要を着実に受け止めるためには５％が必要と

主張していますが、申請の規模が５％を下回れば、割合を引き下げると考えて

よろしいでしょうか。都側の見解を伺います。 

２点目は、「算定の透明性・公平性の向上」についてです。 

算定ルールについては、これまでの協議からも都区双方の認識に隔たりがあ

ると考えられますが、その差を埋めるべく、見直しを提案しているものであり

ます。 

都側は、算定ルールについて、都区で議論を積み重ね合意したものであり、

その内容について大きな問題はないとの考えですが、区側が例年見直しを提案

しているにも関わらず、問題ないとする理由について、都側の見解を伺いま

す。 

次に、第１回幹事会において、都側より、「算定除外経費として明確にする

ことを合意した各種システムの維持管理経費については、今年度も約半数の区

から申請があるなど、事務の軽減には繋がっていません」との発言がありまし

た。 

昨年度の提案は事務の軽減のみを目的としたものでは無く、算定の透明性・

公平性の観点と合わせて行ったものであります。算定除外経費が明確になった

ことにより、若干ながら透明性を向上させることができたことから、今年度も

引き続き取り組むべきと考えます。 
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第１回幹事会において、区側より、統一対応として算定除外としている事業

について、毎年度各区に提示することを提案致しましたが、回答がありません

でした。改めて都側の見解を伺います。 

都側が統一対応として算定除外としている事業は、当該区しか把握出来ない

状態となっており、他区には周知されておりません。 

これを各区に周知することで、算定の透明性・公平性が高められ、かつ都区

双方の事務の軽減にも繋がるものです。 

以上、申請の規模が５％を下回った場合の割合の引下げ、及び現行の算定ル

ールで問題ないとする理由、並びに統一対応として算定除外としている事業を

全区に提示することの３項目について、都側の見解をお示しください。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はありませんか。 

 

（都側委員） 

区側から、「各区は、現行の算定ルールに基づき「特別の財政需要」に該当

すると考えられる事業について申請しているに過ぎません。」との発言があり

ました。これは、第１回幹事会で都側が発言をしました、「普通交付金の算定

対象にはなっていない区ごとに異なる財政需要が５％を大きく超える規模で毎

年申請されている」、このことの証明であります。こうした財政需要を着実に

受け止めるためにも５％が必要であると考えます。 

なお、区側から、「申請の規模が５％を下回れば、割合を引き下げると考え

ていいか」との発言がありましたが、都はあくまでも現状における都の考えを

述べたものであり、仮定の話にお答えできるものではありません。 

次に、区側から、「算定ルールについて、区側から例年見直しを提案してい

るにも関わらず、問題ないとする理由」についての発言がありました。これま

で何年にもわたってお答えしていますが、特別交付金の算定にあたっては、

「普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のための特別の財政需要があ

り、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があると認められる特別

区に対し、当該事情を考慮して交付する」と、地方自治法施行令に規定され、

毎年度、申請されたすべての案件について、この規定及び算定ルールに基づき

判断をしています。そのため、現行の算定ルールは透明性・公平性の観点か

ら、その内容について、大きな問題はないと考えます。 

また、昨年度の区側提案は、「事務の軽減のみを目的としたものでは無く、

算定の透明性・公平性の観点と合わせて行ったもの」との発言がありました。   

都は「都区双方の事務軽減に繋がる。」この１点のみで合意しております。
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「算定の透明性・公平性の観点と合わせて」合意したものではありませんの

で、お間違いのなきようお願いいたします。 

次に、都からの回答がないとのことですが、ただいま、申し上げたように、

都は「都区双方の事務軽減に繋がる。」この１点で合意したことから、今年度

の申請の状況をお話しし、「算定除外経費を明確化しても、事務の軽減には繋

がっていない」ことを申し上げ、「算定ルールに基づいた適正な申請を」と第

１回幹事会でお願いしたものです。 

端的に申し上げれば、事務の軽減に繋がっていないことから、今回の区側提

案には合意するものではないということです。 

 

（司会） 

本件に関して他に意見はありませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 都市計画交付金 
（区側委員） 

私からは、都市計画交付金について発言いたします。 

第１回幹事会において、区側から「都市計画交付金の規模の拡大と交付率の

撤廃・改善」、「都市計画事業の実態を検証するための情報の提示」、「都市

計画事業のあり方についての協議体の設置」の３点について求めましたが、都

側から明確な回答はありませんでした。 

「各区から直接、現状や課題などをお伺いするなど、引き続き、適切に調整

を図りながら対応してまいりたい」といった、これまでと同様の発言を繰り返

される都側の姿勢は、財調協議が実りあるものとなるよう、真摯に協議に取り

組むという財調協議会における発言との矛盾さえ感じるところです。 

我々は、特別区の代表として、財調協議に臨んでおります。「各区から直

接、現状や課題などをお伺いする」というのであれば、この場において、区側

が主張している現状や課題に対し、都側の見解を述べるべきであると考えま

す。 

そこで、区側が提案している３点について、改めて、都側の見解を伺いま

す。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はありませんか。 

 

（都側委員） 
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都市計画交付金については、都区間で認識に違いがある中、都としては財調

協議の場ではなく、今後も各区から直接、都市計画事業の実施状況や意向等を

踏まえながら、適切に対応してまいりたいと考えておりますが、ただいま、区

側から発言のあった３点について、都の考え方をお示ししたいと思います。 

まず１点目の「都市計画交付金の規模の拡大と交付率の撤廃・改善」につい

てですが、規模に関しては、予算の見積りに当たり、各区の状況をお伺いした

上で所要額を積算しております。 

また、交付率についても、算定要領に基づき、弾力的な運用を行っておりま

す。 

なお、対象事業については、各区から都市計画事業の実施状況や意向等をお

伺いしながら、区施行の連続立体交差化事業の対象化や、都市計画公園整備事

業の面積要件緩和など、様々な見直しを順次行ってまいりました。 

２点目の「都市計画事業の実態を検証するための情報の提示」についてです

が、東京都が実施している都市計画事業の実態を、この財調協議の場で検証す

る必要はないと考えております。 

３点目の「都市計画事業のあり方についての協議体の設置」についてです

が、都市計画交付金の運用に当たっては、繰り返しになりますが、今後も各区

から直接、都市計画事業の実施状況や意向等をお伺いしながら適切に対応して

まいります。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はありませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 保育所等の利用者負担の見直し 
（区側委員） 

私からは、保育所等の利用者負担の見直しについて発言をいたします。 

第１回幹事会において、都側から発言があった国基準の状況については、変

化があったとは認識しておりません。 

しかしながら、区側は、これまでの協議においてもお示ししてきた通り、現

行の国が定める上限額による設定が妥当とする、都側の考え方に賛同してきた

ものではなく、特別区の実態を踏まえた設定こそが、標準区として合理的かつ

妥当な水準であると、主張をしております。 

過去の協議においては、区側において、特別区在住の保育所利用世帯が都内

市部の保育所に通った場合を想定し、都内市部の各団体の保育料表に基づき検

証を行った結果、特別区の利用者負担の実態が都内市部の平均保育料と同水準
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であったことを示しております。 

また、総務省統計局が公表する小売物価統計調査によれば、令和３年４月時

点における認可保育所及び認定こども園の２歳児１人当たり平均保育料は、特

別区を含むいずれの調査対象自治体においても、２万円から３万円台の水準と

なっております。 

このように、都内市部や全国自治体との比較においても、特別区の保育料水

準が、一般的な市町村における保育料の水準からかい離しているとは言えませ

ん。このため、特別区の実態を踏まえた設定の方が、47,221円という国が定め

る上限額による設定よりも、標準区における保育料設定としては適切であると

考えております。 

こうした状況を踏まえてもなお、国が定める上限額による設定が、標準区に

おける合理的かつ妥当な水準とする根拠について、都側の見解を伺います。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はありませんか。 

 

（都側委員） 

ただいま、区側から、「国基準の状況について、変化があったとは認識して

いない」旨の回答がありました。 

都は、区の認識論ではなく、事実の有無を確認したものでありますので、改

めて、国基準の状況に変化があったのか、なかったのかお答えをお願いいたし

ます。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はありませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 耐震診断支援等事業費 
（区側委員） 

私からは、耐震診断支援等事業費について、発言いたします。 

第１回幹事会において、都側から質問がありました、特定財源の設定につい

て、お答えいたします。 

特定財源は、耐震診断等助成費について、単価×対象件数で設定いたしまし

た。 

単価については、本年９月に実施した区側調査結果による実績単価を基本と

し、都補助金に上限単価があるものは上限単価としています。 
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対象件数については、まず、都の耐震改修促進計画による住宅総数から、令

和２年度までに耐震性を満たしたとされる住宅数を除きます。次に、総務省の

住宅・土地統計調査による住宅数の区部割合を乗じた上で、不燃化特区と重複

する部分を除いて設定しています。また、都補助金については、整備地域内外

に分け、整備地域内の住宅数を対象としています。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はありませんか。 

 

（都側委員） 

標準区経費の設定にあたり、区側から、「耐震診断等助成費」のみに特定財

源を設定するとともに、一部の事業費については、防災都市づくり推進計画に

おける整備地域内分のみを、都補助金の対象として特定財源を設定していると

の説明がありました。 

第１回幹事会でも説明をしましたとおり、現在、都は、区市町村が実施する

普及啓発に係る経費を補助するとともに、整備地域内に限定せず、整備地域外

も含めた都内全域における耐震診断・耐震改修等への助成に係る経費を補助す

ることで、戸建て住宅等の耐震化を総合的に支援することとしています。 

標準区経費の設定にあたっては、このような現在実施されている都補助事業

や国補助事業の活用を前提に、特定財源を設定すべきと考えます。 

具体的には、現在の特定財源の設定に加え、「東京都区市町村耐震化促進普

及啓発活動支援事業」と普及啓発に係る国補助事業、「東京都戸建住宅等耐震

化促進事業」に係る特定財源を設定すべきと考えます。 

また、先ほど、特定財源の単価については、「本年９月に実施した区側調査

結果による実績単価を基本」とするとの説明がありましたが、この実績単価に

ついて、どのように算出されたのか、伺います。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はありませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 私立幼稚園等保護者負担軽減事業費 
（区側委員） 

私からは、私立幼稚園等保護者負担軽減事業費について、発言いたします。 

第１回幹事会で申し上げましたが、特別区内の幼稚園等の平均保育料は、都

の設定する補助基準を超えているため、幼児教育・保育の無償化後も保護者の
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負担が生じている状況にあります。 

そのため、本事業は、特別区が都事業を補完するため、都と同じ目的で、保

護者負担の軽減を図っているものです。 

以上のことからも、本事業の水準こそが、特別区域においては、合理的かつ

妥当な水準であると考えます。 

都側が、特別区域において、保護者の負担が生じることとなる都内一律の補

助基準が、特別区における合理的かつ妥当な水準であるとするその理由を伺い

ます。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はありませんか。 

 

（都側委員） 

合理的かつ妥当な水準についての質問がありました。 

これについては、過去の協議において、「都事業については、都民が都内の

どこに住んでいても、同水準の行政サービスを受けられるよう、都が判断し、

その責任をもって定めたものであり、合理的かつ妥当な水準である」と申し上

げているとおりであります。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はありませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

 

○ 35人学級への対応 
（区側委員） 

私からは、35人学級への対応について、発言いたします。 

第１回幹事会において、都側から確認のあった点についてお答えいたしま

す。 

学校教育法施行規則では、小学校における学級数は12学級以上18学級以下を

標準と規定しており、現行の学級数を増とすることは、18学級を超過すること

になるため、標準区においては、適切なモデルではないと考えております。 

このような児童数の見直しの対応は、地方交付税制度と同様の手法であるこ

とから、学級数ではなく、児童数を見直すこととしています。 

また、各区の実態では、35人学級への対応として、学級数が増となります

が、その増加分については、数値確認により捕捉されていることから、財調上
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も適切に算定されることとなります。 

 

（司会） 

この件に関して、都側から意見はありませんか。 

 

（都側委員） 

区側が標準行政規模の学級数を見直さない理由は、学校教育法施行規則にお

いて、18学級以下が標準とされているため、18学級を超えることは標準区のモ

デルとして適切ではないとのことでありました。 

次に経常的経費について、２点伺います。 

１点目は、測定単位「児童数」の経費について、児童数の引下げに当たり、

標準区経費も同様に引き下げ、単位費用に増減が生じないように調整するとの

ことですが、この理由を伺います。 

２点目は、35人学級となった場合、測定単位「学級数」で算定している経費

について、児童の使用する机やイスなど、減少する経費が見込まれますが、こ

うした経費の見直しを行わない理由を伺います。 

次に、投資的経費についてですが、区側提案は、35人学級への対応により、

実際には学級数が増加し普通教室が不足することから、特別教室等を普通教室

へ転用するための経費を、標準区経費に算入するものとなっています。 

しかし、先程の区側発言にもありましたように、標準行政規模の学級数は見

直さないものとなっているため、標準行政規模の学級数は612学級で変わりま

せん。 

財調における標準行政規模の学級数が612学級のまま変わらないということ

は、標準区において、普通教室の不足は発生しないということになると考えま

す。 

 

（司会） 

本件に関して、他に意見はありませんか。 

ないようですので、その他に意見がありましたらお願いいたします。 

 

4 その他 

（司会） 

それでは、意見も出尽くしたようですので、次に「その他」の協議に移らせ

ていただきます。何か意見がありましたら、お願いいたします。 

 

 それでは、意見も出尽くしたようですので、本日これまでに出された意見の
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整理を事務局にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

 

それでは、第２回財調協議会幹事会を終了させていただきます。 

第３回幹事会は、12 月 23 日（木）、午後６時の開催として、事務局の整理を

踏まえて引き続き協議してまいりたいと思います。 

なお、財源の見通しについては、国の税制改正等の動向によって変動する要素

はありますが、前回の幹事会でお示しした日程のとおり、次回の第３回幹事会で

お示しする予定です。ただし、事前にわかった場合には、その時点で事務局を通

じて情報提供したいと考えております。 

それでは、本日の幹事会はこれで終了いたします。 

 

※上記は都側で記録したものである。 

 

 


